
はじめに－問題の所在－

　三陸鉄道株式会社は，国鉄転換線・新線の「第

三セクター鉄道」の最初の事例として，１９８４年に

開業してから２０１４年で３０年を迎える。その三陸

鉄道株式会社（以下，三陸鉄道とする）は，２０１１

年３月１１日の東日本大震災で路盤崩壊・喪失に

よる鉄道存続の危機を迎えたが，地域社会（住

民）に対する鉄道事業者としての役割・使命感，

沿線自治体の支援，政府による災害復旧費補助の

特例措置などもあり，復旧工事により段階的に運

転を再開し，２０１４年４月には北リアス線，南リア

ス線ともに全線で運転を再開させることになった

のである。

　三陸鉄道は，国鉄転換線・新線から転換した第

三セクター鉄道において最初の事例であるととも

に，震災後の路線廃止の危機を回避できたという

意味で象徴的な存在ではあるが，第三セクター鉄

道を全体でみれば，その間，鉄道路線を維持・存

続させているとはいえ，経営的には厳しい状況に

置かれている。一部の路線は廃止されており，多

くの第三セクター鉄道は辛うじて路線を維持して

いるのが現状である。

　１９８０年の日本国有鉄道経営再建促進特別措置

法・同施行令（以下，国鉄再建法とする）により

特定地方交通線の「第三セクター」化が提起され

て以降，第三セクター鉄道は，経営状況の検討を

中心に多くの議論が提起されてきた。議論の中心

は，鉄道路線の維持・存続に関わる経営状況や

「赤字経営」に対する鉄道事業者の経営政策であ

り，政府・地方自治体の公的助成・支援のあり方

についてであったといっても過言ではない。鉄道

路線の維持・存続の危機に対する公共交通として

の鉄道の役割，沿線自治体・住民の関わり方も論

議されてき た（１）。

　本稿は，そうした議論を踏まえつつ，本来，収

支均衡すら難しく，企業経営的には成り立ちえな

い第三セクター鉄道が３０年（国鉄転換線・新線

としては最後の１９９９年に開業した井原鉄道の場

合は１５年）もの間なぜ存続し続けたのかを，政

府の政策的な対応の変化にも着目しながら検討

し，第三セクター鉄道の維持・存続のための課題

を明らかにしようとするものである。

　ところで，「第三セクター」および「第三セク

ター鉄道」という用語についても敷衍しておく必

要があろう。

　「第三セクター」という用語が一般に広く知ら

れるようになったのは，１９８０年代の日本国有鉄

道（国鉄）の特定地方交通線（いわゆる「赤字

ローカル線」）の「第三セクター」化が提起され

て以降であり，鉄道事業における「第三セク

ター」，すなわち第三セクター鉄道の名称が使用

されたのもこれ以後である。

　「第三セクター（the third sector）」とは，本来，

第一セクター（行政部門），第二セクター（民間

部門＝営利企業）に対する第三セクター（中間部

門，民間非営利組織）を意味するが，日本では，

行政部門と民間企業の中間形態である公私混合企

業（mixed enterprise）を表すものとして使用さ

れ，「第三セクター」は政府・地方自治体と民間

企業とが共同で出資する株式会社形態をとる公企
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業として位置づけられている （２）。このようなこ

とから，日本においては「第三セクター」は会社

公企業（株式会社公企業，公私混合企業）であり，

第三セクター鉄道は「第三セクター」方式で経営

される鉄道事業，すなわち，政府・地方自治体な

ど公的機関と民間資本との共同出資により設立・

経営される株式会社形態をとる鉄道事業と定義す

ることができる （３）。

　現在，第三セクター鉄道は，広義にみれば第１

表のように様々な鉄道が存在しているが，本稿は

検討対象をそのうちの国鉄転換線・新線から成立

した第三セクター鉄道（最狭義）に限定する。そ

れは次のように定義されている。

・「廃止対象となった国鉄地方交通線および鉄

道建設公団の工事が中断している新線の経営

を国鉄にかわっておこなう」鉄道事業 （４）

・「特定地方交通線や開業の見込みのない鉄建

公団の地方新線を，県・市町村および地元企

業等の出資による新会社が継承，運営してい

くというもの」（５）

　第三セクター鉄道（最狭義の国鉄転換線・新

線。以下，特別の記述がない限り，最狭義の定義

を表す）の会社数の推移を示せば，第１図の通り

である。

　第三セクター鉄道の成立と展開，３０年の推移を

検証すると，政府の政策的対応の変化，すなわち

「赤字の鉄道路線の廃止とバス転換はやむを得な

い」から，「地域公共交通としての鉄道路線の維

持・存続」という政策的変化を見て取ることがで

きる。具体的には，①１９８０年以降の特定地方交

通線の廃止と「第三セクター」方式の提起，５年

間での損失補填の打ち切り，②１９９１年の信楽鉄

道事故と安全輸送の確保のための助成措置の実

施，③２００７年の地域公共交通活性化・再生法の

もとでの鉄道支援と「上下分離」方式の提起，④

２０１１年の東日本大震災における災害復旧費補助

の特例措置の実施，といった展開のなかで，第三

セクター鉄道（および地方鉄道）の存廃に対する

政府の政策的な変化を見て取ることができる。

　もちろん，その間の第三セクター鉄道の経営が

厳しい状況であることに変わりなく，鉄道路線の

維持・存続の可否は財政的に厳しい状況に置かれ

ている沿線自治体に委ねられていることはこれま

で同様に変わりはない。

　本稿は，このような視点から，旧国鉄線・新線

から転換した第三セクター鉄道の最初の事例であ

り，１００kmを超える営業キロをもち，３０年を経

過し，多くの課題を内包する三陸鉄道に着目しな

がら，第三セクター鉄道の成立，展開，そして課
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第１表　第三セクター鉄道の分類

国鉄転換線・地方鉄道新線、新幹線並行在来線、その他（旧路線の活用）旧 国 鉄 線

既設線（南部縦貫鉄道－廃止）、民鉄からの転換線地 方 鉄 道

都心部・臨海部・都市近郊の新設鉄道都 市 鉄 道

既設の臨海鉄道（一部旅客化のケースもある）貨 物 鉄 道

都市・空港連絡線、ミニ新幹線関連、在来線高速化、地域鉄道活性化・再生第 三 種 鉄 道

新交通システム、モノレール新交通システム等

注：国土交通省鉄道局監修『数字でみる鉄道２０１３』（運輸政策研究機構、２０１３年）８～９ページを参考に作成。
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 注：『数字でみる鉄道』各年度版より作成。
　　　　 ２００６年度と２００８年度の２社は廃止数。　

第１図　第三セクター鉄道の会社数の推移



題を検討する中で，国鉄転換線等を含む地域にお

ける鉄道路線の維持・存続への政府の政策的変化

を跡付けながら，第三セクター鉄道が公共交通＝

「住民の足」として維持・存続される諸条件，課

題を明らかにする （６）。

１ ． 国鉄再建法と第三セクター鉄道の成立

　１９６４年は国鉄にとって東海道新幹線が開業し

た年であるが，同時に経常損失を計上した年でも

ある。それ以来，国鉄は経営悪化そして経営危機

に直面しており，数次にわたって経営改善ないし

は経営再建計画を実施してきた。経営危機を回避

する方策のひとつが「赤字ローカル線」（地方交

通線）の廃止であり，１９７０年と１９８０年とを比較

すれば，地方交通線は約１,０００km削減され，国鉄

全線に占めるそれらの割合も５１.９％から４４.８％へ

と後退している（７）。 しかし，「赤字ローカル線」

廃止に対する沿線自治体・住民の強い反対運動も

あり，政府・国鉄の側からすれば国鉄の経営を改

善させるほどには路線の廃止が進んでいるとはい

えない状況であった。

　１９８０年１２月に制定された国鉄再建法は，「赤字

ローカル線」廃止の基準を明確に規定し，国鉄線

を幹線系線区と地方交通線とに区分，後者の一部

を「特定地方交通線」に指定し廃止対象とするこ

とにより，従来，地元の反対運動によって充分に

進められなかった「赤字ローカル線」の廃止を一

気に進めることになった。

　国鉄再建法は，旅客輸送密度 ８,０００人／日等を

基準として，国鉄の線区を幹線系線区（７０線，約

１３,１６０km）と地方交通線（１７５線，約１０,１６０km）と

に区分する。地方交通線は「運営の改善のための

適切な措置を講じたとしてもなお収支の均衡を確

保することが困難」とされた路線であり，このう

ち ４,０００人／日をひとつの目安にして，それ以上

の路線を「鉄道輸送の方が経済的な路線」（４１線，

約２,５５０km）として維持させることにし，それ未満

の路線のうち，「バス輸送への転換が困難な路線」

（５１線，約４,４５０km）を除いた８３線（３,１５７km）

を特定地方交通線と位置づけ廃止対象とした。こ

れらの路線は，鉄道輸送よりもバス輸送が効率的

であるとの判断のもとで鉄道の廃止とバスへの転

換を促進するとともに，もし地方自治体が鉄道を

存続させたい場合には私鉄への譲渡ないしは「第

三セクター」化を勧告している。この基準の適用

により特定地方交通線に指定された多くの「赤字

ローカル線」は一気に廃止されることになった。

　政府は，特定地方交通線をバス転換させる政策

を強く打ち出しており，バス転換の場合には転換

交付金その他の優遇措置を，バス転換への協議が

不調の場合には，地元の要望にかかわりなく鉄道

の廃止を進める「見切り発車」条項を用意した。

このような政府の強硬な姿勢により，道府県・市

町村といった地元の地方自治体は，それぞれの特

定地方交通線対策協議会において，鉄道の廃止を

強制されることになり，バスへの転換か，鉄道を

残すにしても私鉄による引き受け，ないしは「第

三セクター」化といった選択を迫られたのであ

る。

　１９８３年１０月における白糠線（北海道）の白糠

町営バスへの転換，１９８４年４月の久慈・宮古・盛

の各線（岩手県）の三陸鉄道（第三セクター鉄道）

としての開業を始めとして，特定地方交通線はそ

の廃止が進められ，国鉄から分離されていった。

　第２表は特定地方交通線の転換状況を示してい

る。これによれば，政府の政策を反映して８３線

中４５路線（路線数で５４.２％，営業キロで５８.５％）

がバスに転換している。しかし，３８路線（路線数

で４５.８％，営業キロで４１.５％）は鉄道として存続

した。２線は民間事業者への譲渡であるが，存続

した鉄道路線のほとんどが第三セクター鉄道とし

て運営されている。

　地方自治体の多くがなぜ第三セクター鉄道とし

ての存続を選択したのか。第一に，地域社会にお

ける鉄道に対する高い評価があげられる。国鉄路

線は，地域住民にとって通学，通勤，通院，買物

などに不可欠の生活路線であり，また沿線開発，

観光開発など地域経済の活性化のための路線であ

り，何よりも過疎への歯止めとして位置づけられ

ている。第二には，バス転換に対する不安があげ

られる。バス転換による運賃の大幅な上昇，輸送
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量の制約，定時運行に対する危惧などとともに，

バス転換が結局はバス路線の廃止に結びつくので

はないかという不安がある。鉄道の廃止とバスへ

の転換が，将来的にはバスそのものの廃止になら

ざるをえない状況のもとで，多くの地方自治体は

バス転換ではなく，鉄道の存続を選択することに

なったのである （８）。

　鉄道をどうしても残したいという地元住民の要

望を背景にして，地元の自治体は「止むを得ない

選択」（岩手県知事）として，第三セクター鉄道

を設立して鉄道の存続を図ったということができ

る。少なからぬ地方自治体は，国鉄再建法での政

府のバス転換政策にもかかわらず，国が経営に責

任をもつ国鉄のもとでの鉄道存続を望みつつも，

第三セクター鉄道への移行を選択した。そこには

国鉄「赤字ローカル線」の地方への押しつけ・負

担の肩代わり，政府・国鉄による地方自治体への

責任と負担の転嫁という第三セクター鉄道成立の

ひとつの側面が示されていることを指摘しなけれ

ばならない。

　同時に，当時は公営地下鉄・路面電車などの公

営交通を経営する都市部の地方自治体を除いて，

地方自治体は鉄道経営には政策的に関与できな

かったが，第三セクター鉄道の成立により地方自

治体も鉄道経営に関与することができるように

なった。地方自治体が，財政的な負担を負うこと

も含めて，政策的な関与が可能になったというも

うひとつの側面もみておく必要がある。

　なお，特定地方交通線の廃止は，１９８１年９月～

１９８７年２月に第一次から第三次の選定承認がお

こなわれていることからも明らかなように，１９８０

年の国鉄再建法に基づくものであり，国鉄分割民

営化後に転換された路線もあるが，「第三セク

ター」化それ自体は国鉄改革論議に先行して，そ

れ以前にすでに決定されていることも確認してお

きたい。

２ ． 第三セクター鉄道の存立条件

第三セクター鉄道に対する地方自治体の関与

　第三セクター鉄道の成立は政府・国鉄による地

方自治体への「赤字ローカル線」の押しつけ，地

方自治体への責任と負担の転嫁という特徴・性格

をもつが，他方で，地方自治体は第三セクター鉄

道の設立により鉄道経営に関与できることになっ

た。そのひとつの根拠として，第三セクター鉄道

への出資や取締役就任・派遣を上げることができ

る。

　第三セクター鉄道は，株主や取締役の構成など

から，「自治体主導型」（地方自治体側が過半数な

いし比較的多数の株式を所有し，主要な自治体が

代表取締役社長を占めている場合）と，「民間主

導型」（民間資本が過半数の株式を所有し，かつ，

代表取締役社長を主要株主が占めている場合）に

区分することができる。

「自治体主導型」はさらに，

・「県主導型」（県等が出資し，かつ知事が代表

取締役社長ないし会長に就任）

・「市町村主導型（県等の出資あり）」（県等は

出資をするが，代表取締役社長は沿線市町村

長が就任）

・「市町村主導型（県の出資なし）」（県の出資

はなく，代表取締役社長も沿線市町村長が就

任）

・「自治体主導型（少数持株）」（民間出資が過

半数を超えるが，代表取締役社長は知事ない

しは沿線市町村長が就任）

に分けることができる（首長の代表取締役就任は，
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第２表　特定地方交通線の転換状況

バス転換民鉄への譲渡第三セクター化合　計

４５ （５４.２）２  （２.４）３６ （ ４３.４）８３　（１００ ）路線数   　 線　（％）

１,８４６.５ （５８.５）２４.６   （０.８）１,２８６.１　（４０.７）３,１５７.２　（１００ ）営業キロ km　（％）

注：運輸省資料より作成。



当然ながら非常勤である）。

　こうした点から，県レベルの地方自治体が第三

セクター鉄道の経営に積極的に関与する場合と，

消極的に関与する場合，市町村レベルの沿線自治

体に全面的に委ねる場合とに分かれていることが

理解できる。「県主導型」には路線距離の長い第

三セクター鉄道や地方鉄道新線から転換した第三

セクター鉄道が多く，「市町村主導型」には路線

距離の短いものが多くみられる （９）。

　三陸鉄道を例にみてみよう。三陸鉄道の主要株

主と役員構成は第３表および第４表のとおりであ

る。

　三陸鉄道は，岩手県の４８.０％の株式所有を筆頭

に，沿線自治体が全体の７５.３％を所有しており，

宮古，大船渡，久慈，釜石などターミナル駅のあ

る各市の市長も主要株主の上位に並んでいる。ま

た役員構成をみると，代表取締役社長（常勤）は

元県幹部（当初は岩手県知事で非常勤）であるが，

取締役会長に岩手県知事が，取締役副会長に宮古

市長，大船渡市長，久慈市長，釜石市長が就任し，

取締役には株主でもある沿線町村長が就任してい

る（いずれも非常勤）。三陸鉄道は，岩手県主導

の下に，沿線自治体の共同責任・負担のもとで経

営されているといえよう。

　第三セクター鉄道は，出資比率の若干の相違は

あるものの，県等の主導のもとに沿線自治体が中

心になって経営されており，県等の出資の有無，

取締役会長ないし社長への就任如何により，地方

自治体の鉄道経営への関与の程度が示されてい

る。

　「第三セクター」であることから，民間出資も

多くの第三セクター鉄道にみられるが，東証第一

部上場企業である新日鐵住金（設立当時は新日本

製鐵）や東北電力などが含まれる三陸鉄道は例外

であり，多くは地域企業・沿線事業者であり，三

陸鉄道の場合も含めて「お付き合い」あるいは沿

線企業・住民としての支援といった性格をもって

いるといえよう。

　南阿蘇鉄道（熊本県）のように株主のほぼ１００％

が沿線の地方自治体であり，民間出資に分類され

るものも地域の経済団体であり，地方自治体の共

同所有による鉄道経営といった性格をもってい

る。第三セクター鉄道は，このように県等を含め

て沿線の地方自治体が，それぞれの程度で責任と

負担を負いながら，主体的に経営に関与している

のである。
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第３表　三陸鉄道の主要株主

持株比率株数（株）株主

４８.０１４,４００岩　 手　 県

４.５１,３５０宮　 古　 市

４.０１,２００岩 手 銀 行

３.８１,１５０大 船 渡 市

３.３１,０００新 日 鐵 住 金

３.３１,０００東 北 電 力

２.３７００一　 関　 市

２.２６５０久　 慈　 市

２.２６５０釜　 石　 市

７５.３）２２,６００（沿線自治体　計

注：三陸鉄道『第３２期事業報告』より作成。

第４表　三陸鉄道の役員構成

岩手県知事取 締 役 会 長

宮古市長

取 締 役 副 会 長
大船渡市長

久慈市長

釜石市長

元県庁幹部代表取締役社長

岩泉町長

取 締 役

田野畑村長

普代村長

野田村長

岩手開発鉄道社長

岩手漁連会長

三陸鉄道事業本部長

岩手銀行常務
監 査 役

北日本銀行専務

注：三陸鉄道『第３２期事業報告』より作成。



第三セクター鉄道に対する開業時の助成措置

　第三セクター鉄道の成立が政府・国鉄による地

方自治体への責任と負担の転嫁の側面をもつこと

はすでに指摘したが，政府は同時に（あるいはそ

うであるからこそ），バス転換ないしは「第三セ

クター」化を促進するために，当初，様々な助成

措置も講じている （１０）。

　第一は，国鉄の鉄道施設（転換線）あるいは鉄

道建設公団の新設線路等（地方鉄道新線）の無償

貸与ないし譲渡である。第三セクター鉄道は，資

本費用の支出を最小限に抑えることができた。

　第二は，特定地方交通線転換交付金（営業キロ

１ kmあたり３,０００万円）および地方鉄道新線補

助金（同，１,０００万円）の交付である。転換交付金

は，期限付きの定期差額補助，車両等への初期投

資，残額があれば運営基金への積み立てなどに利

用された。営業距離の長い路線ほど転換交付金は

大きいし，運営基金への積立額も多い。

　第三は，政府による５年間の期限付きではある

が，経常損失の２分の１（地方鉄道新線は５分の

２）の損失補填である。経常損失の残りの２分の

１については，多くの場合，運営基金の運用益か

ら補填されている。

　第四は，大規模災害時における復旧費を国鉄・

鉄建公団が負担するというものであるが，これは

鉄道施設を貸与された路線に対する復旧費補助で

あり，無償譲渡されたものについてはこの限りで

はない。初期に無償貸与された場合でも，その後

無償譲渡への切り換えが行われている。

　政府助成は，第三セクター鉄道への移行をス

ムーズに進めるための措置であり，地方自治体に

とって負担の一時的な軽減にはなっても，負担の

肩代わりであることに変わりはない。経常損失に

対する補填は５年間で打ち切られ，その後は，経

常利益を計上できなければ，すべての経常損失を

運営基金の運用で賄わなければならない。バス転

換の場合には５年間という期限付きであることは

同じであるが，経常損失の全額を補填されるとい

うことからも，政府の政策基調がバス転換である

ことが理解できる。

　他方，地方自治体は第三セクター鉄道への出資

という直接的な関与に加えて，地方自治体として

の間接的な関与，すなわち行政としての助成・支

援活動を行っている。

　第一は，県などを中心に関連市町村から出捐金

を募り，運営基金への積み立てをおこなうことで

ある。転換交付金による運営基金の積み立てだけ

では十分に損失補填できないので，想定される損

失額に合わせて運用益が得られるよう運営基金へ

の上乗せを図っている。

　第二は，沿線自治体が，行政主体として財政資

金の支出により駅舎の新設や駅周辺の整備をおこ

ない，鉄道利用者を増加させるように努めている

ことである。駐車場の設置により，自動車と鉄道

の連続性を確保する「パーク・アンド・ライド」

が可能になるような整備もおこなっている。

　第三は，県などのレベルにおいて，レクリエー

ションや観光施設の整備，工業団地の造成，公共

施設の建設などをおこない，鉄道沿線の整備によ

る地域の活性化と鉄道利用の増加のための助成を

おこなっていることである。

　こうした政府や地方自治体の助成措置を前提

に，第三セクター鉄道は「企業」として鉄道路線

を維持・存続させるために，利用者の維持・増加

を図り，収入を増加させ，経費を削減させる努力

もおこなっている。

　地方自治体の助成措置や第三セクター鉄道の経

営方策は，地方自治体の第三セクター鉄道への政

策的関与にもとづくものであるが，第三セクター

鉄道はこうした経営基盤・諸条件のもとで，鉄道

を存続させる経営主体になりえたのであろうか。

確かに，三陸鉄道は開業初年度から経常利益を上

げ，５年間保障された損失補填を受けてはいない。

そのことが，その後の第三セクター鉄道の相次ぐ

設立を促進することになり，三陸鉄道は第三セク

ター鉄道の最初の事例として「適切」な役割を果

たしたのであるが，三陸鉄道の「好調」な経営は

一時的なものであり，第三セクター鉄道の経営は

決して順調とはいえない状況が顕在化していく。
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３ ． 第三 セ ク タ ー鉄道の経営状況と経営危機

第三セクター鉄道の経営状況

　第三セクター鉄道は，設立認可を受けるに当

たってそれぞれ経営計画を設定しているが，そこ

では概ね５～７年で経常利益を計上し，１０～１５

年程度で累積債務を解消することを予定してい

る。これは「１０年以上経過して利益を計上できな

いものは『企業』として認められない」という運

輸省（当時）の意向を考慮して設定されたもので

あった。第三セクター鉄道は，すでに経営計画に

おいても「企業」として存続することの困難を抱

えていたが，その後の経営状況の展開は想定をは

るかに上回るものであった。

　第２図は第三セクター鉄道の経常収支から見た

会社数の推移を示している。第三セクター鉄道は

３３社（１９９９年には３７社）存在するが，経常収支

に即して会社数の推移をみれば，経常利益を上げ

ている会社数は４～９社であり，２００１年以降は４

～５社に減少している。言い換えれば，一部を除

いて，ほとんどの第三セクター鉄道は経常損失を

計上し続けているのである。経営計画の想定をは

るかに上回る経営状況の展開と述べた所以であ

る。

　第三セクター鉄道の経営上の性格・特徴は，営

業距離，輸送人員，輸送密度，経常収支から見る

ことができる。経営指標（２０１１年度）を示してい

る第５表から経営指標間の関係を示したのが第３

図と第４図である。

　営業キロと輸送密度との関係を見ると（第３

図），輸送密度２０００人以上の愛知環状鉄道（９８１６

人／日・km），北越急行（７７８０人／日・km），伊

勢鉄道３４３２人／日・km），智頭急行（２４３１人／

日・km）を含めて，営業キロと輸送密度との関係

に特徴はみられない。営業キロと輸送人員との関

係をみても同様の傾向が示されていることを確認

している。

　輸送密度と経常収支との関係を見ると（第４

図），経常利益を上げている北越急行（１１億３,１２９

万円），智頭急行（２億８,５１０万円），平成筑豊鉄

道（２,３４０万円），愛知環状鉄道（２,０２６万円）など

を除き，輸送密度２０００人／日・km以下で，輸送

密度の多少とは関わりなく経常損失となっている

（７億７,５８６万円の経常損失を出しているのは北

近畿タンゴ鉄道）。輸送人員と経常収支との関係

をみても同様の傾向が見て取れることを確認して

いる。

　ここから分かることは，経常収支から見た会社

数の推移で指摘したように，一部を除いて，多く

の第三セクター鉄道が輸送人員２００万人，輸送密

度２０００人／日・km以下の領域で，経常損失を計

上しながら，１５～２０年の間で鉄道路線を維持・

存続させているということである。

　経常収支から見た会社数の推移のなかで，多年

度にわたり経常利益を計上している「黒字」企業

を上げれば，第６表のとおりである。それぞれ期

間の違いはあるが，愛知環状鉄道は名古屋市近郊

にある都市鉄道の性格をもつものであり，智頭急

行，北越急行，伊勢鉄道はいずれも JRの特急列

車が乗り入れる路線である。上記の図表でも取り

上げてきたように，これらは輸送人員・輸送密度

の高い，第三セクター鉄道のなかではやや異なる

特徴をもつ鉄道路線といえよう。こうした企業を

除けば，第三セクター鉄道は輸送人員・輸送密度

が低下する中で，「赤字経営」を常態化させる経

営を強いられてきたのである。

　三陸鉄道の経営状況をみれば，第５図にみられ

るように輸送人員は３分の１に減少しており，第
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注：『数字でみる鉄道』各年度版より作成。　
　　　　下が「黒字」会社数、上が「赤字」会社数。 

第２図　第三セクター鉄道の経常収支から見た
会社数の推移　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　第５表　第三セクター鉄道の経営指標　　　　　　　　２０１１年度　

経常収支　千円輸送密度   人／日輸送人員　千人営業キロ　km　
－ １６９,４８１１０６２９７１０７.６三陸鉄道

－ ９０,２９３４８８２７７２３由利高原鉄道

－ ２５１,１２３３３１４１１９４.２秋田内陸縦貫鉄道

－ ５０,０１１６６６７３５３０.５山形鉄道

－ １７８,９５７１,６１１２,０６０５４.９阿武隈急行

－ １８５,２７０６４９５０２５７.４会津鉄道

１,１３１,２９２７,７８０３,５３７５９.５北越急行

－ １２５,０７０７９４７０２３３.１のと鉄道

－ １２６,６８５１,５３８１,８５６５３鹿島臨海鉄道

－ ７,４６９１,２２４１,０１８４１.９真岡鐡道

－ ２２０,８１６５６４３４６３０.７野岩鉄道

－ １０５,１８７４３６４２２４４.１わたらせ渓谷鐡道

－ １５０,１４５５０２４１０２６.８いすみ鉄道

－ １８４,１４５７６２１,５１８６７.７天竜浜名湖鉄道

２０,２６０９,８１６１４,５６１４５.３愛知環状鉄道

－ ３１,１０９３,４３２１,５９１２２.３伊勢鉄道

－ ７８,７４６６０９６２８３４.５樽見鉄道

－ ７７,２６０５６０４４５２５.１明知鉄道

－ １９５,７１３３５８７７５７２.１長良川鉄道

－ ７７,４０８１,０７９４９１１４.７信楽高原鐡道

－ ７７５,８６８８６５１,９４７１１４北近畿タンゴ鉄道

－ ２０,４５３６９８３２４１３.６北条鉄道

－ １７１,４１４８３８９６８４１.７井原鉄道

－ ５６,６９６３７９２３１３２.７錦川鉄道

２８５,１０９２,４３１１,０２９５６.１智頭急行

８７２４９２４１２１９.２若桜鉄道

－ ２３８,９４０９７０２,００４１９.３土佐くろしお鉄道

－ ６６,４７２９１３９８.５阿佐海岸鉄道

３３８１,７５８１,３００１３.７甘木鉄道

２３,４０６９２４１,９１３５１.３平成筑豊鉄道

－ ５４,４１２８８２２,９０２９３.８松浦鉄道

－ ６８０５０７２４８１７.７南阿蘇鉄道

－ ３８,４４０１,１２５７２７２４.８くま川鉄道

　　　　（参考：廃止路線）

－ ２８５,５７４２６２４６８１４０北海道ちほく高原鉄道

－ ６８,１４５５６３８１９.９神岡鉄道

－ ４４,７５１４００１９９６.６三木鉄道

－ ６７,２１７５０４３６５５０高千穂鉄道

注：『数字でみる鉄道２０１３』より作成。「参考」の北海道ちほく高原鉄道と神岡鉄道は２００５年度、
　　三木鉄道は２００７年度、高千穂鉄道は２００４年度（全区間営業の最終年度）の数字である。
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第６図　三陸鉄道の経営損益の推移

　
    　　　　　 注：『数字でみる鉄道』各年度版より作成 

第５図　三陸鉄道の輸送人員の推移

　
注：『数字でみる鉄道』各年度版より作成。２０１１年度と１２年度は東日本大震災の影響である。
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第３図　営業キロと輸送密度との関係

　
    　　　　　注：第５表より作図（廃止路線は除く）。 

第４図　輸送密度と経営収支との関係

　
    　　　　　注：第５表より作図（廃止路線は除く）。 
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第６表　第三セクター鉄道の「黒字」企業

期間（年）「黒字」年度（回）事業者

２７１５鹿 島 臨 海 鉄 道

２４１５愛 知 環 状 鉄 道

１８１４智 頭 急 行

１５１４北 越 急 行

２５１３甘 木 鉄 道

２５１２伊 勢 鉄 道

２２１２平 成 筑 豊 鉄 道

２３８松 浦 鉄 道

注：『数字でみる鉄道』各年度版より作成。
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６図にみられるように，経常収支も当初の１０年

間は「黒字経営」（というよりも収支均衡）であっ

たが，その後は経常損失となり，毎年その額を拡

大していることがわかる。設立当初は第三セク

ター鉄道の「優等生」と言われた三陸鉄道である

が，その後の展開は，多くの第三セクター鉄道と

同様に厳しい経営状況のもとにある。

第三セクター鉄道の経営課題

　第三セクター鉄道は，開業当初は政府・地方自

治体の助成・支援があり，順調なスタートを切っ

たところもあったが，その後の輸送人員の低迷，

運賃引き上げの困難さ，経費削減方策の限界など

により経常収支を悪化させており，厳しい経営状

況に直面している。

　経常損失の２分の１は政府により５年間補填さ

れ，残額は運営基金の利息ないしは取り崩しによ

り補填できたが，５年目以降は経常損失を運営基

金で補填するか，欠損金として累積せざるを得な

くなっている。地方自治体による運営基金への追

加出損，第二基金の積み立てもおこなわれている

が，金利の低下で利子補填にも限りがあり，最終

的には運営基金からの取り崩しにならざるを得な

い。路線距離の短い第三セクター鉄道の場合は運

営基金も少なく，路線距離の長い場合は運営基金

に多く積み立てられるが損失額も大きく，運営基

金からの利子補填，取り崩しにも限界がある。

　要員確保の面においても，当初は旧国鉄からの

出向ないしは退職者の受け入れにより要員を確保

し人件費も抑制されていたが，その後は国鉄の JR

への移行により出向・退職者の受け入れは減少

し，運転士の高齢化の問題も生じている。要員の

確保のためには乗務員・駅員等のプロパーの養成

も必要になっている。そのことは一定の給与水準

の保障，養成費など人件費の上昇要因をもたらす

ことになる。

　鉄道施設について言えば，「第三セクター」化

にあたり鉄道基盤は一定程度改良されて無償譲渡

されたが，その後の保線費用等は第三セクター鉄

道自身が負担しなければならないし，軽減措置が

あるとはいえ固定資産税の負担もある。無償貸与

された施設を無償譲渡されると，その後に固定資

産税の負担が増加する。安全運行のための設備改

善が必要であっても，費用負担の面で経営的な余

裕がない状態も生じてくるのである。

第三セクター鉄道の安全問題と政府の助成措置

　１９９１年５月，世界陶芸祭を開催中の信楽町に向

かう JR西日本の乗り入れ列車と信楽高原鐵道の

列車とが正面衝突し，死者４２名，負傷者６００名

以上となる信楽鉄道事故が発生した。国鉄信楽線

の「第三セクター」化にあたり，貴生川駅で一旦

線路が分断され，一列車が単純に往復する信楽高

原鐵道に転換したが，世界陶芸祭の開催に際して

道路渋滞の問題もあり，線路を再度結合させ，行

き違い設備（信号所）を設け，JR西日本の列車の

乗り入れを図った。その結果としての正面衝突事

故であった（１１）（１２）。

　信楽鉄道事故は，第三セクター鉄道が厳しい経

営状況のなかで安全輸送に関して重大な問題を抱

えていることを提起したといえる。第三セクター

鉄道は，厳しい経営状況が安全輸送の確保のため

の費用負担を困難にし，鉄道路線の維持・存続そ

のものを脅かす事態に直面することになったので

ある。

　こうした事態を受けて，政府も第三セクター鉄

道を含む地方鉄道の安全輸送の確保のため，鉄道

設備の改善など，各種の助成措置を講ぜざるを得

なくなった。

　従来からある固定資産税等の課税標準の特例措

置のほか，「中小地方民鉄の保安度の向上・サー

ビス改善・経営改善に資する」鉄道軌道近代化設

備整備費，「遮断機・警報機等踏切保安設備の整

備」のための踏切保安設備整備費，「大規模な天

災を受けた鉄道についての災害復旧」費用，「鉄

道輸送を維持する必要のある中小民鉄の欠損補

填」，「第３セクター鉄道等の技術レベルの向上を

図るための技術指導」をおこなう鉄道係員安全対

策教育指導費といった安全・防災対策等の政府助

成が，鉄道整備基金（当時）を通じておこなわれて

いる。 （１３） また，鉄道事故賠償責任保険の制度的な

設計もおこなわれている。
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　政府は，国鉄転換線・新線の「第三セクター」

化にあたり，地方自治体の責任と負担に委ねてい

たが，安全輸送問題が提起されることにより，第

三セクター鉄道を含む地方鉄道全体に対して安全

対策のための助成をせざるをえなくなったのであ

る。

４ ． 第三セクター鉄道と再生可能性

鉄道事業法の改正と路線廃止

　１９９９年５月，鉄道事業法の改正が行われた

（２０００年３月施行）。この改正により，旅客鉄道

に関して需給調整原則が緩和され，新規参入は「路

線ごとの免許制」から「路線ごとの許可制」に，

退出は「許可制」から「事前届出制（１年前）」

に，運賃は「許可制」から「上限認可制のもとで

の事前届出制（変更命令可能）」に変更された。

この結果，鉄道事業を廃止する場合，一年前まで

に運輸大臣（現在は国土交通大臣）に届け出れば

よく，公衆の利便の確保に関して地方自治体及び

利害関係者の意見を聴取するとの項目はあるもの

の（鉄道事業法第２８条の２），鉄道路線の廃止が

容易に進められることになった。

　第７図は１９６８年から２０１２年までの地方鉄道の

廃止キロ数の推移を示している。モータリゼー

ションの進展の中で，地方中小民鉄は１９６０年代

～７０年代前半にかけて大幅に路線を廃止させて

いるが，１９７０年代半ば以降は小康状態が続き，厳

しい経営環境のなかで辛うじて路線を維持してき

たことが分かる。１９８０年代前半に国鉄転換線・新

線が「第三セクター」化される一方で，地方中小

民鉄の路線廃止が一時的に増加しているが，その

後も小康状態は続いていた。しかし，２０００年３月

の改正鉄道事業法の施行により，２０００年以降，鉄

道路線の廃止が急増していることが分かる （１４）。

　旧国鉄転換線で民間譲渡された弘南鉄道黒石線

（１９９８年４月廃止。約１３年間）および下北交通

大畑線（２００１年４月廃止。約１６年間）に続いて，

第三セクター鉄道においても経営悪化により路線

廃止が選択されている（第７表参照）。

　営業キロが最長で経常損失額も多額の北海道ち

ほく高原鉄道と営業キロが最短の三木鉄道の廃止

が象徴的であるが，高千穂鉄道は２００５年９月の

台風による橋梁や路盤の流出などにより一部区間

の廃止となり，その後全線廃止となった。輸送人

員の減少や経常損失の問題もあるが，地方自治体

による多額の復旧費用の負担が路線存続の障害と

なったのである （１５）。

　このように，第三セクター鉄道は成立から２０年

を経て路線廃止に直面しており，それはすでに廃

止された４社に限らず，経常損失を計上し続ける

多くの第三セクター鉄道にも共通の問題，廃線の

第三セクター鉄道の成立・展開・課題  ─三陸鉄道，３０年の軌跡を踏まえて─
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第７図　地方鉄道の廃止キロ数の推移

　
    　　　　　注：『数字でみる鉄道』各年度版より作成 

第７表　第三セクター鉄道の廃止状況

経常損失額（廃止年度）営業キロ営業期間廃止年月事業者名

２億８,５５７万円（２００５年度）１４０.０km約１７年 ２００６年    ４月北海道ちほく高原鉄道

６,８１４万円（２００５年度）１９.９km約２３年２００６年１２月神 岡 鉄 道

４,４７５万円（２００６年度）６.６km約２３年２００８年   ４月三 木 鉄 道

１億  １０５万円（２００５年度）５０.０km約２０年２００８年１２月高 千 穂 鉄 道

  注：『数字でみる鉄道』各年度版より作成。三木鉄道と高千穂鉄道は廃止年度以前の数字を示した。



危機として表れている。

地域公共交通活性化・再生法と地方鉄道の再生

　地方中小民鉄や第三セクター鉄道の鉄道路線の

廃止は，かつての国鉄特定地方交通線がバス転換

されたようにバス輸送に代替されることになる

が，路線バス事業自体が過疎化の進展や規制緩和

政策のもとでの需給調整原則の廃止などにより路

線の統廃合を進めており，バスや鉄道といった公

共交通の衰退は「限界集落」など地域社会の崩壊

にもつながる問題を孕んでいる。厳しい財政状況

にある地方自治体の主体的努力にも限界があるな

かで，政府・国土交通省は，地域における公共交

通の維持のために，公的助成・支援の方策を検討

せざるをえなくなった。

　２００７年１０月施行の「地域公共交通の活性化及び

再生に関する法律」（以下，「地域公共交通活性

化・再生法」とする）は，「近年における急速な

少子高齢化の進展，移動のための交通手段に関す

る利用者の選好の変化により地域公共交通の維持

に困難を生じていること等の社会経済情勢の変化

に対応」するために，「地域住民の自立した日常

生活及び社会生活の確保」等を図る観点から，「地

域公共交通の活性化及び再生を推進することが重

要となっている」（第１条「目的」）との認識のも

とに制定されたものであり，国土交通省は，「地

域公共交通は経済社会活動の基盤であり，住民の

移動手段の確保，地域活性化，環境問題への対応

等我が国の重要な諸課題への的確な対応のために

も，その活性化・再生は喫緊の課題」であり （１６），

「地域における鉄道やバスなどの公共交通のおか

れた状況が厳しさを増しつつあることを踏まえ，

地域公共交通の活性化・再生を通じた魅力ある地

方を創出するため，地域公共交通の活性化・再生

に関して，市町村を中心とした地域関係者の連携

による取組を国が総合的に支援するとともに，地

域のニーズに適した新たな形態の旅客運送サービ

スの導入円滑化を図るための措置を講ずる」とし

ている。鉄道やバスなど地域の公共交通が厳しい

状況に置かれていること，公共交通が「経済社会

活動の基盤」であり，住民の移動手段の確保，地

域活性化，環境問題への的確な対応のためにも，

多様な事業に創意工夫をもって取り組む地域関係

者に対して国が総合的に支援する「地域公共交通

活性化・再生総合事業」を創設すると述べてい

る （１７）。

　また，交通政策審議会陸上交通分科会鉄道部会

緊急提言「地域の暮らしや観光，まちづくりに組

み込まれた持続可能な鉄道輸送の実現に向けて」

（２００８年１月）および同鉄道部会提言「環境新時

代を切り拓く，鉄道の未来像－鉄道がつなぐ，エ

コフレンドリーな生活圏（「鉄道エコ生活圏」）の

創造に向けて－」（２００８年６月）（１８） を受けて，国

土交通省は「地域鉄道」（１９） の現状について，「地

域鉄道は，地域住民の通学・通勤などの足として

重要な役割を担うとともに，地域の経済活動の基

盤であり，移動手段の確保，少子高齢化や地球環

境問題への対応，まちづくりと連動した地域経済

の自立・活性化等の観点から，その活性化が求め

られている重要な社会インフラ」であるが，「地

域鉄道を取り巻く環境は，少子高齢化やモータリ

ゼーションの進展等に伴って極めて厳しい状況」

が続いており，「約８割の事業者が鉄軌道業の経

常収支ベースで赤字を計上」していると述べた後

で，「地域の将来にとってどのような交通機関や

輸送サービスが必要不可欠なのかについては，ま

ずは沿線地域において議論し，判断すべきであり，

その結論に基づいて鉄道の活性化に取り組んでい

く場合にあっては，地元自治体をはじめとする地

域が中心的な役割を担うことが何より重要」であ

ること，「国においては，そのような地域が主導

する意欲的な取組みに対し，積極的に支援してい

く」としている。

　ここでの政府の政策基調は，国は「地域鉄道」

の支援はするが，あくまでも地元自治体が中心で

あるということを強調するものであり，「地域鉄

道」が「地域の暮らしに組み込まれた持続可能な

存在」として「地域の輸送ニーズにきめ細かく応

える『コミュニティレール化』を進める」ために

も，「鉄道が地域の観光資源を結んで走ることに

より観光振興の役割を果たすとともに，イベント

実施や車両の改装により『鉄道自らが観光資源』
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となり観光客の取り込みを図るなどの取組みも有

効」と示唆することにより，観光政策のなかで鉄

道路線の維持・存続を図ることを提言している （２０）。

鉄道事業再構築実施計画の認定

　地域公共交通活性化・再生法は，鉄道事業の活

性化と再生のために地方自治体等による鉄道事業

の再構築を提起しているが，２００９年２月に福井

鉄道（地方民鉄。福井県）が鉄道事業再構築事業

に認定されたのに続き，第三セクター鉄道の若桜

鉄道（２００９年３月），三陸鉄道（２００９年１１月），

信楽高原鐵道（２０１３年３月）が相次いで認定を受

けた。鉄道事業再構築事業とは，「その継続が困

難又は困難となるおそれがある鉄道事業を対象

に，市町村等の支援を受けつつ，公有民営化等を

行うことにより，その路線の維持を図るための事

業」であり，沿線市町村等と鉄道事業者が共同で

「鉄道事業再構築実施計画」を策定し，国土交通

大臣の認定を受けて実施され，予算・税制特例等

の総合的な支援が講じられるものである （２１）。

　このうち，若桜鉄道と信楽高原鐡道は「公有民

営化」方式（２２）での鉄道事業再構築であり，沿線

自治体が鉄道会社から鉄道施設の無償譲渡を受け

て保有し，その鉄道施設を無償で鉄道会社に貸与

するというものである。１０年間の再構築事業計

画期間において，鉄道施設の維持管理に責任をも

つ沿線自治体は，国の鉄道軌道輸送高度化事業費

補助から設備投資費用の補助を受けるとともに，

県の財政支援も得ることができる。こうした「公

有民営化」方式を導入することにより，鉄道施設

の維持・更新で安全で快適な輸送サービスの確保

を図り，観光資源を活用した需要喚起や地域一体

の利用促進による増収，鉄道会社の鉄道施設管理

負担の軽減を通じて，「概ね収支均衡を達成する

ともに，安全・安定した運行を維持」しようとい

うものである。国による設備投資費用の補助は費

用全体の３分の１（信楽高原鐵道の場合）ではあ

るが，鉄道会社は鉄道運営に専念する第２種鉄道

事業者として，鉄道基盤の維持・管理費用を軽減

され，経常収支の大幅な改善が可能になる。

　このように，政府は「地域鉄道」としての第三

セクター鉄道に対して，部分的にではあるが，「公

有民営化」方式により鉄道基盤の分離とそれに対

する財政支援を行うことを通じて，鉄道路線の維

持を図ろうとしているのである。

　例えば，若桜鉄道の場合，２００８年度は５,７２８万

円の経常損失であったが，２００９年度には１８０万

円，２０１０年度は２２６万円，２０１１年度は８７万円の

経常利益を上げている。もっとも，鉄道施設を保

有する若桜町，八頭町はそれぞれ６,１３９万円，

９,７５２万円の損失（２０１１年度）を計上しているの

で，若桜鉄道の費用負担が若桜町と八頭町に移転

したということになる （２３）。 鉄道路線の存続は国

と県の財政支援次第ということである。そのこと

は，２０１３年９月の台風により鉄橋が流失した信

楽高原鐵道の場合からも明らかである。高千穂鉄

道は鉄橋の流失などにより会社自身が鉄道路線の

存続を断念したが，信楽高原鐵道の場合には「公

有民営化」方式であることから，鉄道施設を保有

する甲賀市自身が復旧のための総事業費７億円余

りを負担できず，鉄道路線の存続を断念せざるを

えない状況に追い込まれたのである。結果的に

は，災害復旧費補助と鉄道施設安全対策事業費補

助による国・県からの財政支援で，甲賀市は１億

円（最も少ない場合は２,０００万円）程度の負担で

鉄道路線を存続させることが決定している （２４）。

　「公有民営化」方式ないしは鉄道基盤と鉄道運営

の「上下分離」方式は，第三セクター鉄道を含む

地方鉄道（「地域鉄道」）の維持・存続のために，

鉄道基盤への公的助成を前提に，選択しうる方策

といえよう （２５）。

東日本大震災における災害復旧費補助の特例措置

　東日本大震災（２０１１年３月）では，三陸鉄道，

阿武隈急行あるいは仙台臨海鉄道などの第三セク

ター鉄道（広義）が大きな被害を受けたが，特に

三陸鉄道の場合，北リアス線での一部区間の路

盤・橋脚の崩壊，南リアス線での路盤・橋脚の喪

失など１００億円に及ぶ被害が生じた。

　鉄道軌道整備法に基づく鉄道施設災害復旧費補

助制度では，復旧工事費のうち国と地元自治体が

各２５％，鉄道事業者が５０％を負担することに

第三セクター鉄道の成立・展開・課題  ─三陸鉄道，３０年の軌跡を踏まえて─
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なっているが，三陸鉄道や岩手県など地元自治体

に多額の復旧費用を手当てする余裕はなく，廃線

の危機に直面した。

　国土交通省も早い段階で「今回の地震は通常の

災害と異なる。鉄道の復旧について，違う枠組み

による支援も検討」すると表明し，「新たな支援

の枠組み」を設定した（２６）。 すなわち，「今般の震

災における被害の甚大性に鑑み，現行制度では鉄

道事業者による復旧が困難なことから」 （２７），「三

陸鉄道や仙台空港鉄道など第三セクター旅客鉄道

においては，その公共性や被害の甚大さに鑑み，

『国と地方自治体が負担を分担し，鉄道事業者の

負担を極力減らす』という新たな制度を創設する

とともに，自治体の負担（協調補助分）について

も，震災復興特別交付税により措置することとし

た。」 （２８）

　この特例措置により，①レールや駅舎など復旧

に必要な施設を自治体が整備し，その事業費の半

分を国が負担する，②自治体の負担分のうち

８５.５%以上を地方交付税（震災復興特別交付税）

で支援する，③残額を自治体が借金でまかなう場

合，返済の財源を国が負担する，ことになった。

「甚大な被害を受けた被災鉄道のうち，自治体が

保有したものに限り」，という条件が付いている

ので，鉄道基盤を沿線自治体に移管させる「上下

分離」方式の採用を前提に，県および事業者

（「第三セクター鉄道」）の負担は実質的になしと

されたのである。「被災地自治体から数多くの要

望が寄せられ，早期復旧のニーズが高く，優先度

の高い事業」であるとはいえ，この特例措置には，

地域社会において公共性が高く，地域住民の日常

生活に密接に関わる，社会インフラとしての鉄道

の意義・役割が明確に示されている （３０）。

結び

　三陸鉄道は，震災直後の３月１６日に北リアス

線の陸中野田─久慈間で列車の運行を始め，その

後，宮古─田老間，田老─小本間に運転区間を拡

大した。３月末まで運賃無料とした「災害復興支

援列車」は「住民の足」としての役割を果たした。

こうした三陸鉄道の行動が国土交通省の災害復旧

費補助の特例措置をもたらしたことは否定しがた

い事実であり，三陸鉄道の全線復旧をもたらす契

機となったといえよう。

　２０１１年４月の北リアス線一部区間での運行再

開，２０１２年４月の第１次復旧区間（北リアス線）

の運転再開，２０１３年４月の第２次復旧区間（南リ

アス線）の運転再開，そして２０１４年４月の第３

次復旧区間（北リアス線，南リアス線）の運転再

開により，全線が３年ぶりに開通する。三陸鉄道

は被災による廃線の危機を回避することができた

のである。

　もちろん，三陸鉄道の復旧をめぐっては様々な

意見がある。『朝日新聞』「声」欄には次のような

読者の意見が掲載されている。

・「三陸鉄道の復旧，税の無駄遣い」，「補助金

で維持される三陸鉄道は自治体財政を疲弊」

（『朝日新聞』２０１１年１１月１３日付「声」欄）

・「被災地に希望与える三陸鉄道」，「三陸鉄道

は地域住民の重要な足であり，財政負担が重

いから廃止というのは交通弱者を無視」（同，

社会科学論集　第１４２号
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第８表　災害復旧費補助の特例措置

復旧費用（億円）事業者名（所在地）

１０８三陸鉄道（岩手県）

３４仙台空港鉄道（宮城県）

　   ３ひたちなか海浜鉄道（茨城県）

　７鹿島臨海鉄道（茨城県）

注：『よみがえれ！　みちのく鉄道』７２ページより作成。 （２９） 



１１月２２日付）

・「三陸鉄道の存廃判断，冷静に」，「既存の道

路のほかに道路を整備することも，津波に対

する二重の堤防，避難経路・迂回路の確保に

なる」（同，１１月２５日付）

　こうした意見は，経営危機にある他の第三セク

ター鉄道にも当てはまる。「赤字経営」のもとで

国や沿線自治体の財政支援を受けている第三セク

ター鉄道に対して，また，とりわけ台風や地震な

どの災害が復旧のための追加的な負担を沿線の地

方自治体に強いる場合，収支均衡さえも得られな

い鉄道路線の存続・復旧には否定的な意見も多

い。その一方で，公共交通としての鉄道が地域社

会において「住民の足」としての役割を果たすこ

とを願う意見も強い。三陸鉄道の「災害復興支援

列車」の運行は，経常収支の数字では表わせない

震災時の鉄道の役割，地域住民にとっての鉄道の

重要性を象徴的に示したものといえる。

　これまで見てきたように，第三セクター鉄道は

政府・旧国鉄の責任・負担を地方自治体に肩代わ

り・転嫁させるなかで成立し，地方自治体は鉄道

経営への関与の可能性をもちながらも，財政的な

負担を強いられてきた。しかし，鉄道の安全輸送

の確保や地域社会の崩壊の危機などに直面して，

政府は地方自治体の主体的な活動を求める観点を

維持しながらも財政的な支援を行わざるを得ない

状況となっている。本来であれば，鉄道路線の廃

止をもたらしたであろう三陸鉄道への災害復旧費

補助の特例措置とそれによる全線復旧は，大震災

による被災という特殊な事情があるとはいえ，沿

線住民の三陸鉄道に対する熱い思い，三陸鉄道の

「住民の足」を守るという鉄道事業者としての社

会的責任・役割の自覚，岩手県など沿線自治体の

路線存続への強い希望，政府・国土交通省の公共

交通としての鉄道の重要性の認識にもとづくもの

といえよう。

　もとより，運転再開後の三陸鉄道は，今後とも

政府・地方自治体による財政支援を前提に，また

沿線住民・自治体と連携・協働しながら，鉄道路

線の維持・存続のために輸送人員を確保して経常

収支の改善を図っていくことが求められるが，政

府・地方自治体も地域公共交通活性化・再生法や

災害復旧費補助の特例措置における鉄道基盤と鉄

道運営の「上下分離」方式の採用や，鉄道基盤な

どに対する公的助成・支援のあり方を援用しなが

ら，公共交通としての第三セクター鉄道の位置づ

けと存続・活用の方策を明確にしていく必要があ

る（３１）。

　本稿では，国鉄転換線・新線の第三セクター鉄

道を対象に，３０年にわたる展開を経営状況と政

策的な変化に着目して見てきたが，第三セクター

鉄道は，「地域鉄道」に限ってみても，整備新幹

線の建設にともなう並行在来線の「第三セク

ター」化や，地方中小民鉄の「第三セクター」化

など，国鉄転換線・新線と同様の経営問題や課題

を抱える事例が増加しており，第三セクター鉄道

（広義）のあり方も同様の視点のもとで検討する

ことが求められる。

　第三セクター鉄道は，「企業」として経営収支

からは廃線の危機にあるとみなされてきたが，地

域社会における「住民の足」＝公共交通として社

会的役割は認識されてきており，政府の助成措置

は十分とはいえないが，公共交通に対する公的支

援の必要性と具体的な仕組みは検討されつつあ

る。第三セクター鉄道など地方鉄道は，地域社会

における基本的な社会的基盤として，公的助成を

含む制度的な枠組みのなかで，地方自治体・鉄道

事業者・地域住民が連携・協働しながら運営して

いくことが求められている （３２）。三陸鉄道３０年の

軌跡はそのことを自ら示しているといえよう。　　

《注》

（１）「第三セクター鉄道」に関する初期の研究として，

土居靖範「鉄道事業における『第３セクター』の動

向と課題」（日本交通学会編『交通学研究』１９８２年

版），丹羽由一「ローカル線廃止と地域交通─第三

セクター鉄道の可能性─」（『調査』（本開発銀行調

査部，第８９号，１９８５年），拙稿「第三セクター鉄

道の経営問題─三陸鉄道株式会社を中心にして─」

（『経営学論集　第５７集』日本経営学会六十周年記

念，１９８７年），青木栄一・小松丘・鈴木文彦「特定

地方交通線の転換と第三セクター鉄道」（『東京学芸

大学紀要』第３部門，社会科学，第４０号，１９８８年
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１２月）がある。また，「第三セクター鉄道」を表題

とする最初の研究書としては香川正俊『第３セク

ター鉄道』（成山堂書店，２０００年）がある。第三セ

クター鉄道に関する主要な研究については，主要参

考文献（後掲）に示した。

（２）日本で「第三セクター」が公私混合企業の意味で

使われだしたのは，「経済社会基本計画」（経済企画

庁，１９７３年）での大規模開発プロジェクト（社会

資本整備）における「公私共同企業，いわゆる第三

セクターの活用」からである。

（３）国レベルの会社公企業，公私混合企業は「特殊会

社」と呼ばれるので，厳密には「第三セクター」と

は呼ばれない。したがって，完全民営化前の JR本

州３社や政府関係機関によって株式が所有，経営さ

れている JR三島会社・貨物会社は第三セクター鉄

道とは言われていない。最近では，地方自治体によ

り鉄道基盤が所有され，沿線自治体の共同出資で鉄

道運営される「上下分離」方式を採用する形式の鉄

道事業も増加している。

（４）土居靖範「国鉄赤字ローカル線廃止の現局面と問

題点（Ⅵ・完）」『立命館経営学』第２４巻第６号，

１９８６年３月，５３ページ。

（５）丹羽由一，前掲論文「ローカル線廃止と地域交

通」７８ページ。

（６）第三セクター鉄道（最狭義）を含めて，地域社会

における鉄道路線は，地方鉄道，ローカル鉄道，局

地鉄道，地域鉄道などの名称で呼ばれている。第三

セクター鉄道の特徴を踏まえて，「地域公営鉄道」

と位置付ける提起もなされている（拙稿「『第三セ

クター鉄道』の現状と政策課題」安部誠治・自治体

問題研究所編『都市と地域の交通問題』地域と自治

体２１，自治体研究社，１９９３年，２５７ページ）

（７）『国鉄監査報告書』（１９７０年度，１９８０年度）の数

値をもとに算定。

（８）土居靖範「国鉄特定地方交通線のバス転換の状況

と問題点」『立命館経営学』第２７巻第５・６号およ

び第２８巻第１号，１９８９年参照。

（９）「民間主導型」の神岡鉄道や樽見鉄道（設立時）

の場合でも沿線自治体の出資はあり，沿線自治体と

しての関与・支援も担保されている。なお，青森県

にある特定地方交通線は民間に譲渡され，弘南鉄

道・黒石線と下北交通・大畑線となったが，青森県

は県内に弘南鉄道，津軽鉄道，南部縦貫鉄道などが

存在していた関係から，「第三セクター」化による

鉄道経営への関与ではなく，民間への譲渡，民鉄と

しての運営を指導したのである。青森県は，後に東

北新幹線盛岡以北の建設において，経営分離された

並行在来線を「第三セクター」化し，鉄道基盤を所

有するとともに，鉄道運営の青い森鉄道株式会社に

も出資するなど，鉄道経営に深く関与するように

なっている。

（１０）拙稿「『第三セクター鉄道』の成立と展開」『社会

科学論集』（第７０号，１９９０年）では，「赤字ローカ

ル線を採算化する方法」として政府・地方自治体の

助成措置と会社の経営方策を説明している。

（１１）信楽鉄道事故の概要・原因については次の文献を

参照。網谷りょういち『信楽高原鐵道事故』（日本

経済評論社，１９９７年）および鈴木哲法『検証　信

楽列車事故─鉄路安全への教訓─』（京都新聞出版

センター，２００４年）。この事故を契機に「鉄道安全

推進会議」が発足し，現在の運輸安全委員会への改

組につながる重要な提案がなされている（安部誠治

監修・鉄道安全推進会議編『鉄道事故の再発防止

を求めて─日英米の事故調査制度の研究─』日本経

済評論社，１９９８年）。

（１２）  三陸鉄道も１９９４年２月に南リアス線で脱線転覆

事故を起こしている（三陸鉄道株式会社編『三陸鉄

道─開業２５周年記念出版─』盛岡タイムス社，

２００９年，４１ページ）。

（１３）『数字でみる鉄道』１９９２年版，１８７ページ。

（１４）この時点でも，鉄道路線の維持は地方自治体の主

体的な判断に任せる一方で，国土交通省はバス転

換への誘導政策を保持している。「不採算路線を抱

える地域においては，当該鉄道路線を維持するた

め，地方公共団体が独自に財政的な支援や第三セ

クター化等の取組みを行っており，国土交通省に

おいても，地域の生活の利便性を支える生活交通

の維持・確保等を図る観点から，地方支分部局が

中心となって，関係事業者，地方公共団体等と路線

の維持やバス路線への転換方策等の検討に参画

し，調整等を実施している。」（『国土交通白書』平

成１４年版，１９９２年）

（１５）このほか，のと鉄道は旧国鉄能登線を継承してい

たが，当初の転換線は２００５年４月に廃止され，現

在は JR西日本の七尾線の一部を借りて運営する第

２種鉄道事業者となっている。

（１６）国土交通省web ページ参照

　　 http: / / www . mlit. go . jp/sogoseisaku/transport/

　　 sosei_transport_tk_０００００４. html

（１７）国土交通省web ページ参照

　    http://www. mlit. go. jp/kisha/kisha ０７/０１/ ０１０２０９_

        ２ _.html

（１８）国土交通省web ページ参照

　　 http://www. mlit. go. jp/tetudo/tetudo_tk５_０００００２.

　　 html

（１９）「地域鉄道とは，一般に，新幹線，在来幹線，都
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市鉄道に該当する路線以外の鉄道路線のことをい

い，その運営主体は，JR，一部の大手民鉄，中小民

鉄及び旧国鉄の特定地方交通線や整備新幹線の並

行在来線などを引き継いだ第三セクターです。こ

れらのうち，中小民鉄及び第三セクターを合わせ

て地域鉄道事業者と呼んでおり，平成２５年４月１

日現在で９１社となっています。」（国土交通省web

ページ　http://www. mlit. go. jp/tetudo/tetudo_tk

５_０００００２.html）

（２０）国土交通省鉄道局と観光庁による「地域鉄道の再

生・活性化等研究会」は，２０１３年６月に『観光と

みんなで支える地域鉄道』という表題の報告書を作

成している。また，交通政策審議会交通体系分科会

地域公共交通部会は，「地域の関係者間の役割分担

と合意の下で公共交通の充実を図る仕組みの構築」

を中心とした今後の地域公共交通政策のあり方に

ついて審議しており，「中間とりまとめ」である

「地域公共交通の充実に向けた新たな制度的枠組

みに関する基本的な考え方」（２０１４年１月）のなか

で，「ともすれば民間事業者の事業運営に任せきり

であった従来の枠組みから脱却し，地域の総合行

政を担う地方公共団体が先頭に立って，地域の関係

者が知恵を出し合い，『持続可能な公共交通ネット

ワーク』を構想し，その実現を図ることが重要であ

る。」と地方自治体の役割を強調しつつ，「まちづく

り，観光振興等の地域戦略との一体性の確保」，「地

域全体を見渡した総合的な公共交通ネットワーク

の形成」，「地域特性に応じた多様な交通サービスの

組み合わせ」などを提起している（国土交通省web

ページ　 http://www. mlit. go. jp/policy/shingikai/

　　s３０３_ koukyoukoutu０１.html）。

（２１）国土交通省web ページ参照

　　 http://www.mlit.go.jp/report/press/tetsudo０５_hh

　　 _０００００４.html

（２２）「公有民営化」方式とは，「自治体において鉄道施

設及び鉄道用地（「下」部分）の譲渡を受け，これ

を自ら第三種鉄道事業者となって運行事業者（第二

種鉄道事業者）に無償で貸し付ける方式」（国土交

通省webページ　http://www. mlit. go. jp /report/

　　 press/tetsudo０５_hh_０００００４.html）

（２３）『数字でみる鉄道』２０１０年，２０１１年，２０１２年お

よび２０１３年の各年度参照。

（２４）「産経ニュース」２０１３年１２月２５日付（web ペー

ジ　http://sankei. jp. msn.com/west/west_affairs /

　　news/１３１２２５/waf１３１２２５１６２１００２５-n１. htm）

（２５）三陸鉄道は，２００９年１１月に鉄道事業再構築実施

計画（５年間）を認定されたが，そこでは「公有民

営化」方式ではなく，三陸鉄道は鉄道用地のみを沿

線の８市町村に無償譲渡し，かつ鉄道用地の無償貸

与を受け，また国から５年間の設備投資費補助を，

岩手県・沿線１２市町村からは４年間の鉄道施設・

車両に係る修繕・維持管理費用の補助を受けるとい

うものである。

（２６）『毎日新聞』２０１１年４月２日付

（２７） 国土交通省・復興庁「平成２４年行政事業レビュー

シート」

　　 http://www.mlit.go.jp/common/０００２２４９５０.pdf

（２８）東北の鉄道震災復興誌編集委員会編／国土交通省

東北運輸局『よみがえれ！　みちのく鉄道～東日

本大震災からの復興の軌跡～』「第４章　復旧・復

興に向けた支援」７２ページ。

　　 http://wwwtb.mlit.go.jp/tohoku/td/pdf/all.pdf）

（２９）なお，阿武隈急行（福島県，４億円）は地方自治

体等の調整がつかず見送りとなった。この他に，八

戸臨海鉄道，仙台臨海鉄道，福島臨海鉄道，JＲ貨

物が，３年間の損失という「赤字要件」の基準緩和

措置により，財政支援措置が適用されたが，JR東

日本については，黒字基調のため補助対象外とされ

た（同誌，７２ページ）。

（３０）  国土交通省・復興庁「平成２４年行政事業レ

ビューシート」参照　

　　 http://www.mlit.go.jp/common/０００２２４９５０.pdf

（３１）三陸鉄道の被災状況と再建をめぐる論点について

は，桜井徹「三陸鉄道と JR東日本路線の被害・復

旧と公共交通としての再建課題」『被災地の交通再

建の現状と課題』（交通運輸政策研究会，２０１２年７

月所収）に詳しく述べられている。

（３２）公的助成を含む制度的な枠組みの基礎として，国

民の交通（移動）する権利としての交通権を置くこ

とが重要である。交通基本法案（２００６年，民主党・

社民党共同提出，２００９年廃案）には「移動に関す

る権利」が盛り込まれていたが，交通政策基本法

（２０１３年１１月成立）にはそうした視点はない。
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《Summary》

                                     
Management Issues and the Development of Publicly Owned

Local Railways in Japan
                                   

ANDO Akira
                                     

　This paper examines the management of publicly owned local railways in difficult conditions over a 

period of ３０ years, focusing on changes in the government transport policy.

　In １９８０, publicly owned local railways moved from Japan National Railways （JNR） to the ownership 

of local authorities. Since then, the ownership of local authorities and how to maintain local public 

transport has been questioned, with the focus of arguments on the difficult conditions to maintain the 

railways, the management strategy of railways under deficit management, the support and subsidy of 

government and local authorities for local railways, the social meaning of railways as public transport, 

and the role of passengers and inhabitants.

　The government and the JNR transferred the management responsibility of local railways to the 

local authorities, for which managing railways was a burden. The government still compels the local 

authorities to manage railways independently, but it had to subsidize the local railways to maintain 

safety after rail accidents, and to confront the depopulation by cutting public transport including 

railways.

　The government then had to subsidize the local railways after the Great Earthquake and Tsunami in 

２０１１. One example is the Sanriku Railway Company, which was subsidized because of the enthus iasm 

of passengers and inhabitants, the corporate social responsibility of the railway company, the strong 

decisions of local authorities to maintain their railways, and the government ’ s recognition of the role of 

railways in the rural areas.

　The publicly owned local railways are still in a difficult situation and receive few government 

subsidies. However, they remain inside a framework of government support to public transport 

because many stakeholders recognize that railways are important public transport in rural areas. They 

can continue to play the role of public transport, not as enterprises mainly concerned with profit, but as 

social infrastructure in the local society, and with public support and subsidies in cooperation with local 

authorities, railway companies and rail passengers and inhabitants.
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